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（広告）

後
期
高
齢
者

後
期
高
齢
者

（
長
寿
）医
療
制
度

（
長
寿
）医
療
制
度

募

集

募　

集

▼
申
請
及
び
受
給
出
来
る
方

　

平
成　

年
２
月
１
日
（
基
準
日
）

２１

現
在
、
日
野
市
の
住
民
基
本
台
帳
に

登
録
さ
れ
て
い
る
方
、
外
国
人
登
録

原
票
に
登
録
さ
れ
て
い
る
方
（
不
法

滞
在
者
及
び
短
期
滞
在
者
を
除
く
）

の
う
ち
、
次
の
受
給
対
象
と
な
る
子

の
世
帯
主

▼
受
給
対
象
と
な
る
子

　

次
の
①
②
③
の
す
べ
て
に
該
当
す

る
児
童
。
①
世
帯
の
中
に
、
平
成
２

年
４
月
２
日
〜
平
成　

年
４
月
１
日

１７

生
ま
れ
の
子
が
２
人
以
上
い
る
※
学

校
の
寮
な
ど
で
住
民
票
が
分
か
れ
て

い
る
場
合
は
、
医
療
保
険
証
な
ど
扶

養
の
根
拠
証
明
が
必
要
②
そ
の
う
ち

の
年
齢
順
で
２
番
目
以
降
の
子
が
、

平
成　

年
４
月
２
日
〜
平
成　

年
４

１４

１７

月
１
日
生
ま
れ
の
子
で
あ
る
③
子
が

住
民
基
本
台
帳
又
は
、
外
国
人
登
録

原
票
に
登
録
さ
れ
て
い
る

▼
支
給
額
・
申
請
期
限

　

受
給
対
象
と
な
る
子
１
人
に
付
き

３
万
６
千
円
。
９
月　

日　
（
必
着
）

３０

（水）

　

こ
の
手
当
て
の
支
給
に
つ
い
て
さ

ま
ざ
ま
な
理
由
で
申
請
が
出
来
な
い

方
は
、
お
気
軽
に
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

　

ま
た
、
こ
の
手
当
に
関
し
、
市
が

個
人
情
報
を
電
話
で
照
会
し
た
り
、

現
金
や
手
数
料
の
振
り
込
み
を
要
求

す
る
こ
と
は
絶
対
に
あ
り
ま
せ
ん
。

振
り
込
め
詐
欺
に
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
子
育
て
課
）

■
夏
休
み
図
書
館
仕
事
体
験

　

７
月　

日　

・　

日　

午
前
９
時

２３

（木）

２４

（金）

〜　

時
、　

日　

・　

日　

午
後
４

１０

３０

（木）

３１

（金）

時
〜
５
時
／
中
央
図
書
館
（
1　

・
５８６

０
５
８
４
）
、
高
幡
図
書
館
（
1　
５９１

・
７
３
２
２
）
、
日
野
図
書
館
（
1

　

・
０
４
６
７
）、
平
山
図
書
館（
1

５８４
　

・
７
７
７
２
）・
百
草
図
書
館（
1

５９１
　

・
４
６
４
６
）
／
図
書
館
の
仕
事

５９４に
興
味
が
あ
り
、
４
日
間
す
べ
て
参

加
出
来
る
市
内
在
住
の
中
学
生
対
象

／
詳
細
は
各
図
書
館
へ
問
い
合
わ
せ

を■
日
野
市
町
名
地
番
整
理
審
議
会
市

民
委
員

　

町
名
地
番
整
理
審
議
会
は
、歴
史
、

文
化
、
暮
ら
し
の
観
点
か
ら
町
の
名

前
を
整
理
し
て
い
く
方
針
を
審
議
し

ま
す
。
町
名
地
番
整
理
に
関
心
が
あ

る
市
民
の
方
を
募
集
し
ま
す
。

　

任
期
…
９
月
１
日
〜
平
成　

年
８

２３

月　

日
／　

歳
以
上
で
１
年
以
上
市

３１

２０

内
に
住
民
登
録
ま
た
は
外
国
人
登
録

さ
れ
て
い
る
方
で
、
市
の
町
名
地
番

整
理
に
関
心
が
あ
り
、
積
極
的
に
関

与
す
る
意
思
の
あ
る
方
対
象
※
他
の

審
議
会
等
の
委
員
に
な
っ
て
い
る
方

を
除
く
／
３
人
／
７
月　

日　

ま
で

２１

（火）

に
Ａ
４
の
書
面
に
、
応
募
理
由
、
住

所
、
氏
名
、
年
齢
、
生
年
月
日
、
性

別
、
職
業
、
居
住
年
数
、
電
話
番
号

を
記
入
し
、
〒　

－

８
６
８
６
日
野

１９１

市
役
所
都
市
計
画
課
へ

■
訪
問
介
護
員
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
研

修
夏
季
ク
ラ
ス
参
加
者

　

①
７
月　

日　

②　

日　

③
８
月

２１

（火）

２８

（火）

４
日　

午
後
６
時　

分
〜
８
時　

分

（火）

３０

３０

／
①
福
祉
支
援
セ
ン
タ
ー
②
③
生
活

・
保
健
セ
ン
タ
ー
／
①
口
腔
ケ
ア
②

③
調
理
実
習
／
講
師
・
①
歯
科
衛
生

士
②
田
口
道
子
氏
（
料
理
研
究
家
）

③
日
野
市
地
域
活
動
栄
養
士
会
／
２

級
訪
問
介
護
員
資
格
を
有
し
、
訪
問

介
護
員
と
し
て
働
い
て
い
る
方
対
象

／　

人
／
２
千
円
／
７
月　

日　

ま

３０

１０

（金）

で
に
Ｆ
Ａ
Ｘ
で
。
志
望
動
機
、住
所
、

氏
名（
ふ
り
が
な
）、
年
齢
、勤
務
先
、

電
話
番
号
を
記
入
し
、
日
野
市
社
会

福
祉
協
議
会
高
幡
事
務
所
（
1　

・
５９１

１
５
６
７
5　

・
１
５
７
３
）
へ

５９１

■
多
摩
平
の
森
重
点
地
区
ま
ち
づ
く

り
協
議
会
市
民
委
員

　

任
期
８
月
１
日
〜
平
成　

年
７
月

２２

　

日
（
予
定
）
／　

歳
以
上
で
市
内

３１

２０

に
１
年
以
上
住
民
登
録
ま
た
は
外
国

人
登
録
さ
れ
て
い
る
方
で
、
同
地
区

ま
ち
づ
く
り
の
計
画
作
成
に
関
心
が

あ
る
方
対
象
※
他
の
ま
ち
づ
く
り
協

議
会
、
審
議
会
な
ど
の
委
員
に
な
っ

て
い
る
方
を
除
く
／
２
人
／
７
月　
２２

日　

ま
で
に
封
書
で
。
作
文
「
今
後

（水）
の
多
摩
平
の
ま
ち
づ
く
り
」
（　

〜
８００

１
千　

字
）
、
応
募
理
由
、
居
住
年

６００

数
、
住
所
、
氏
名
、
年
齢
、
生
年
月

日
、
性
別
、
職
業
、
電
話
番
号
を
記

入
し
、
〒　

－

８
６
８
６
日
野
市
役

１９１

所
都
市
計
画
課
へ
※
提
出
書
類
及
び

作
文
は
返
却
し
ま
せ
ん
。

■
後
期
高
齢
者
（
長
寿
）
医
療
制
度

保
険
料
納
入
通
知
書
を
発
送
し
ま
す

　

保
険
料
納
入
通
知
書
を
７
月　

日
１４

　

に
発
送
し
ま
す
。
対
象
者
は
６
月

（火）ま
で
に
後
期
高
齢
者
医
療
の
資
格
を

取
得
し
た
方
で
す
。

　

な
お
、
５
月
以
降
、
国
保
か
ら
後

期
高
齢
者
医
療
に
加
入
し
た
方
は
、

国
民
健
康
保
険
税
と
後
期
高
齢
者
医

療
保
険
料
の
両
方
の
納
入
通
知
書
が

届
き
ま
す
が
、
そ
れ
ぞ
れ
加
入
月
数

で
計
算
さ
れ
て
い
ま
す
。

▼
保
険
料

①
計
算
方
法
…
保
険
料
は
個
人
単
位

で
計
算
（
表
１
参
照
）

②
保
険
料
の
軽
減

ア
均
等
割
額
の
軽
減
…
同
一
世
帯
の

加
入
者
及
び
世
帯
主
の
総
所
得
金
額

な
ど
で
、
均
等
割
額
が
軽
減
（
表
２

参
照
）
イ
所
得
割
額
の
軽
減
…
加
入

者
の
「
旧
た
だ
し
書
き
所
得
」
が　
５８

万
円
ま
で
の
方
は
、
所
得
割
額
が
軽

減
（
表
３
参
照
）

■
後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者
証
を

お
持
ち
の
方
へ

▼
自
己
負
担
割
合
の
判
定

　

医
療
機
関
な
ど
で
支
払
う
医
療
費

の
一
部
負
担
金
の
割
合
は
１
割
ま
た

は
３
割
で
す
。
一
部
負
担
金
の
割
合

は
、
８
月
１
日
を
基
準
日
と
し
て
、

平
成　

年
度
住
民
税
課
税
標
準
額
に

２１

よ
り
判
定
し
ま
す
（
表
４
参
照
）
。

　

判
定
の
結
果
、
負
担
割
合
が
変
更

に
な
る
方
に
は
８
月
１
日
ま
で
に
新

し
い
保
険
証
を
送
付
し
ま
す
の
で
必

ず
新
し
い
保
険
証
を
窓
口
に
提
示
し

て
く
だ
さ
い
。

▼
３
割
負
担
の
方
は
申
請
に
よ
り
負

担
割
合
が
変
更
さ
れ
る
場
合
が
あ
り

ま
す

　

平
成　

年
中
の
収
入
額
の
合
計
が

２０

表
５
の
条
件
を
満
た
し
て
い
る
方
は
、

申
請
に
よ
り
翌
月
か
ら
負
担
割
合
が

変
更
さ
れ
ま
す
。
収
入
額
の
わ
か
る

書
類
を
持
参
し
、
（
平
成　

年
１
月

２１

１
日
現
在
市
内
在
住
で
税
の
申
告
を

し
た
方
は
不
要
）
申
請
し
て
く
だ
さ

い
。該
当
す
る
と
思
わ
れ
る
方
に
は
、

６
月
末
に
お
知
ら
せ
を
送
付
し
ま
し

た
。

▼
住
民
税
非
課
税
世
帯
の
方

　

「
後
期
高
齢
者
医
療
限
度
額
適
用

・
標
準
負
担
額
減
額
認
定
証
」
を
窓

口
で
提
示
す
る
と
、
入
院
時
の
食
事

代
が
減
額
さ
れ
、
窓
口
で
支
払
う
医

療
費
の
自
己
負
担
限
度
額
も
減
額
さ

れ
ま
す
（
表
６
参
照
）
。
認
定
証
の

交
付
を
受
け
る
に
は
、
申
請
が
必
要

で
す
。

　

後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者
で
本

人
を
含
む
世
帯
全
員
が
住
民
税
非
課

税
の
方
が
対
象
で
す
。

　

①
後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者
証

②
認
印
③
平
成　

年
度
住
民
税
非
課

２１

税
証
明
書
（
平
成　

年
１
月
１
日
現

２１
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▼
被
用
者
保
険
の
被
扶
養
者
へ
の
軽

減
　

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
加
入
の
前

日
ま
で
会
社
の
健
康
保
険
等
（
国
保

・
国
民
健
康
保
険
組
合
以
外
）
の
被

扶
養
者
は
、
加
入
後
２
年
間
は
均
等

割
額
の
５
割
が
保
険
料
と
な
り
ま
す
。

た
だ
し
、
平
成　

年
３
月
ま
で
は
、

２２

均
等
割
額
の
１
割
が
保
険
料
で
す
。

▼
支
払
い
方
法

①
年
金
天
引
き
…
４
月
か
ら
年
金
天

引
き
が
行
わ
れ
た
方
が
対
象
（
保
険

料
の
変
更
等
で
納
付
書
払
い
に
変
わ

る
場
合
あ
り
）
※
口
座
振
替
払
い
へ

の
変
更
を
ご
希
望
の
方
は
届
出
が
必

要
な
の
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

②
納
付
書
払
い
…
納
入
通
知
書
に
同

封
の
納
付
書
で
支
払
い
ま
す
。

③
口
座
振
替
払
い
…
前
年
度
の
後
期

高
齢
者
医
療
保
険
料
を
口
座
振
替
払

い
し
て
い
た
方
と
、
５
月
末
ま
で
に

口
座
振
替
依
頼
書
を
提
出
し
た
方
が

対
象
。
国
保
税
を
口
座
振
替
払
い
に

し
て
い
た
方
で
も
新
た
に
手
続
き
が

必
要
で
す
。

▼
こ
れ
か
ら
後
期
高
齢
者
医
療
制
度

に
加
入
す
る
方

　

保
険
料
は
誕
生
月
か
ら
発
生
し
ま

す
。
保
険
料
納
入
通
知
書
は
、
誕
生

月
の
翌
月
に
郵
送
し
ま
す
。

●均等割額の軽減 ������������ 表２
総所得金額等の合計額均等割額軽減割合

８．５割軽減に該当する方で、後期高齢
者医療制度の被保険者全員が年金収
入８０万円以下で他の所得がない場合

 ３，７８０円９割

総所得金額等の合計＝３３万円（基礎
控除）以下の場合 ５，４００円８．５割

総所得金額等の合計＝３３万円（基礎
控除）＋（２４．５万円×世帯主を除く
被保険者数）以下の場合

１８，９００円５割

総所得金額等の合計＝３３万円（基礎控除）
＋（３５万円×被保険者数）以下の場合３０，２４０円２割

※公的年金所得がある方は、公的年金所得からさらに１５万円が控
除されます。

●保険料の計算方法 ����������� 表１
均等割額＝３７，８００円
所得割額＝｛総所得金額等－３３万円（基礎控除）｝×０．０６５６
年間保険料＝均等割額＋所得割額
※資格の異動があった場合は月割りで計算。

●所得割額の軽減 ������������ 表３
所得割額の軽減割合旧ただし書き所得（公的年金収入の場合）
所得割額を全額減額１５万円（公的年金収入１６８万円）まで
所得割額を７５％減額２０万円（公的年金収入１７３万円）まで
所得割額を５０％減額５８万円（公的年金収入２１１万円）まで

※旧ただし書き所得とは、総所得金額等から３３万円を引いた金額
です（ただし、雑損失の繰越控除額は控除しません）。
※２０万円までの軽減は、東京都独自。

●１カ月の医療費の自己負担限度額 ���������� 表６

入院時の食事代
（１食あたり）

自己負担限度額（月額）
所得区分負担

割合 入院＋外来
（世帯単位）

外来
（個人単位）

２６０円

８０，１００円＋（医療
費が２６７，０００円を
超えた場合、超
えた額の１％を
加算） � ※注２

４４，４００円現役並み所得者
※注１３割

４４，４００円１２，０００円一般

１割

２１０円過去１年の入院
期間が９０日以下

２４，６００円
８，０００円

低所得Ⅱ
※注３住民税

非課税
世帯等

１６０円
過去１年の入院
期間が９１日以上
（確認書類が必要）

１００円１５，０００円低所得Ⅰ
※注４

※注１　現役並み所得者とは、住民税課税標準額１４５万円以上の後期高齢者医療被保
険者及び同じ世帯の後期高齢者医療被保険者

※注２　過去１２カ月以内に４回以上後期高齢者医療で高額医療費支給を受ける場合
（多数該当）の４回目からの限度額は４４，４００円になります。

※注３　低所得Ⅱとは、世帯全員が住民税非課税の方
※注４　低所得Ⅰとは、世帯全員が住民税非課税で、さらに世帯全員の所得が０円

（年金収入の場合には８０万円以下）の方
※平成２１年１月から、７５歳到達月（１日生まれ、障害認定の方は除く）に限り、１
カ月の個人の自己負担限度額（外来・入院）が２分の１になります。

●収入額による一部負担金の割合判定基準
　（平成２１年８月１日から） �������������� 表５

申請した場合の
一部負担金の
割合等

平成２０年中の
収入額の合計世帯区分

１割

３８３万円未満同一世帯に後期高齢者医療被保険者の
方が１人のみ

合算して
５２０万円未満

同一世帯に後期高齢者医療被保険者の
方が２人以上

合算して
５２０万円未満

同一世帯に後期高齢者医療被保険者が
１人で７０～７４歳の方がいる場合

●自己負担割合判定基準 ��������������� 表４
自己負担割合所得区分平成２１年度住民税課税標準額
１割一般１４５万円未満の後期高齢者医療被保険者

３割現役並み
所得者

１４５万円以上の後期高齢者医療被保険者及び
同じ世帯の後期高齢者医療被保険者
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